

 別紙１
包括同意基準　　　　　　　　　　　
	建築基準法施行規則該当条文
	同意基準
	適用条件
	建築物等の制限
	類型

	　（第１０条の３第４項第１号）

　その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
	第1号
	　次の①、②及び③の要件を満たすもの

1 敷地が公共機関の管理する公園、緑地、広場等に有効(２ｍ以上)に接続し、当該敷地から、法42条の道路へ支障なく避難できるものであること。
2 その空地は安定的・日常的に利用できるものであること。
3 その空地の管理者との協議、承諾済みであること。
	1 「佐賀県建築基準法施行条例」で接道長さを付加されたものについては、その長さ以上を必要とする。
	· 公共機関（国、地方公共団体等）が管理する公園、緑地、広場等

	　（第１０条の３第４項第２号）

　その敷地が農道その他これらに類する公共の用に供する道(幅員４ｍ以上のものに限る。)に２ｍ以上接すること。
	第２号
	　次の①、②及び③の要件を満たすもの

1 敷地が公共機関の管理する道に有効(2ｍ以上)に接続し、当該敷地から、法42条の道路へ支障なく避難できるものであること。
2 その道は安定的・日常的に利用できるものであること。
3 その道の管理者との協議、承諾済みであること。
	1 当該道の部分は法第42条に規定する道路と同等の制限(緩和)を適用する。

2 「佐賀県建築基準法施行条例」で接道長さを付加されたものについては、その長さ以上を必要とする。
	· 土地改良事業、農道整備事業等による農道
· 国、地方公共団体が管理する林道
· 港湾交通施設としての道路
· 河川・海岸管理用道路
· 里道
· 学校外周道路
· 公営住宅外周道路

	　（第１０条の３第４項第３号）

　その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。
	第３号

（イ）
	　現に交通の用に供している幅員が1.8ｍ以上4ｍ未満の公共機関の管理する道で、次の①、②及び③の要件を満たすもの

1 敷地が公共機関の管理する道に有効(2ｍ以上)に接続し、当該敷地から、法42条の道路へ支障なく避難できるものであること。
2 その通路は安定的・日常的に利用できるものであること。
3 その通路の管理者との協議、承諾済みであること。

	1 当該道を法第42条第2項に規定する道路とみなし(ただし、道路反対側の境界線をがけ地等とみなす)、法第42条に規定する道路と同等の制限(緩和)をする。
2 建築物は原則として、次のいずれかとする。
・専用住宅及びそれに付属するもの
・住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、令第130条の3に規定するもの
・農林水産業用倉庫
・従前建築物の建替え

3 「佐賀県建築基準法施行条例」で接道長さを付加されたものについては、その長さ以上を必要とする



	· 土地改良事業、農道整備事業等による農道
· 国、地方公共団体が管理する林道
· 港湾交通施設としての道路
· 河川・海岸管理用道路
· 里道


	
	第３号

（ロ）
	私有地又は私有地と公共機関の管理する里道等とで構成された道路状空地であり、法第42条の道路に該当しない道で、次の①から⑤までのすべての要件を満たすもの 。

1 現に交通の用に供している幅員が1.8m以上の通路で、現時点において道路位置指定が見込めない（隅切り部分や転回広場部分の所有者の合意が得られない等）理由があること。ただし、将来において道路位置指定が見込める際は、協力できるものであること。
2 平成11年5月1日以前から、当該道沿いに建築物（1以上）が存在していたもの。
3 敷地が当該道に有効(2ｍ以上)に接続し、当該敷地から法第42条の道路へ支障なく避難できるものであること。
4 当該道は安定的・日常的に利用できるものであること。
5 当該道の所有者（所有者不明の場合は管理者等）との協議、承諾済みであること。
	1 [bookmark: _GoBack]当該道を法第42条に規定する道路、又は同条第2項に規定する道路とみなし(ただし、道路反対側の境界線をがけ地等とみなす)、法第42条に規定する道路と同等の制限(緩和)をする。
2 建築物の階数は2以下、当該敷地内の延べ面積の合計が200㎡以下とする。
3 建築物は原則として、従前用途の建替え又は増築に限るものとする。
4 法第22条で指定する区域内に存する建築物とみなし、建築基準法の規定を適用する。
	· 第３号（イ）に掲げる道以外のもの

	
	第３号

（ハ）
	　敷地と道路の間に河川等に類する水面が存在する場合で、当該敷地と道路が有効に接続するもので、次の①を満たすもの。

1 河川等の管理者から占用許可を受けたもの。

	1 接続先の道路を前面道路と扱い、当該敷地への制限(緩和)を適用する。
2 「佐賀県建築基準法施行条例」で接道長さを付加されたものについては、その長さ以上を必要とする。
	· 河川等とは、河川法でいう一級、二級河川及び準用河川

※なお、上記河川等以外の水路については、管理者の占用許可を受け、その部分を敷地面積に算入することで接道規定を満たす。

	
	第３号

（二）
	現に交通の用に供している幅員1.8ｍ以上の私道で、次の①の要件を満たすもの。

①　「佐賀市協定道路取り扱い要領」に基づく私道協定書が締結されている協定道路に有効（2ｍ以上）に接続し、当該敷地から、法42条の道路へ支障なく避難できるものであること。
	①　「佐賀市協定道路取り扱い要領」の規定による。

②　「佐賀県建築基準法施行条例」で接道長さを付加されたものについては、その長さ以上を必要とする。
	· 「佐賀市協定道路取り扱い要領」の規定による。
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